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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
山
口
県
各
市
等
の
自
治
体
に
お
け
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
今
年
三
月
ま
で
の
旧
制
度
と

の
保
険
料
の
比
較
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
山
口
県
各
市
等
の
自
治
体
に
お
け
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
今
年
三
月
ま
で
の
旧
制

度
と
の
保
険
料
の
比
較
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
山
口
県
下
松
市
、
光
市
及
び
周
南
市
が
行
う
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
、
基
礎
年
金
の
み
を
収
入
と
し
て
一
人

暮
ら
し
を
し
て
い
る
方
（
以
下
「
基
礎
年
金
受
給
単
身
者
」
と
い
う
。
）
の
平
成
十
九
年
度
の
保
険
料
額
を
算
定
す
る
と
、

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
二
十
九
条
の
七
に
規
定
す
る
所
得
割
額
、
被
保
険

者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
か
ら
基
礎
賦
課
額
を
算
定
す
る
方
式
を
採
用
し
て
い
る
下
松
市
及
び
周
南
市
に
お
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
万
五
千
円
及
び
一
万
七
千
三
百
四
十
円
と
な
り
、
同
条
に
規
定
す
る
所
得
割
額
、
資
産
割
額
、
被
保
険
者

均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
か
ら
基
礎
賦
課
額
を
算
定
す
る
方
式
を
採
用
し
て
い
る
光
市
に
お
い
て
は
、
資
産
割
額
が

被
保
険
者
ご
と
に
異
な
る
た
め
資
産
割
額
を
零
と
し
て
最
も
低
く
な
る
保
険
料
額
を
算
定
す
る
と
、
一
万
五
千
九
百
円
と
な

る
。
他
方
、
山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
基
礎
年
金
受
給
単
身
者
の
平
成
二
十
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
額
を
算

定
す
る
と
、
一
万
四
千
百
八
十
一
円
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
今
年
三
月
ま
で
こ
れ
ら
三
市
が
行
う
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
お
り
、
同
年
四
月
に
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
に
な
っ
た
基
礎
年
金
受
給
単
身
者
に
つ
い
て
は
、
国
民
健

一



康
保
険
の
保
険
料
に
比
べ
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
の
方
が
安
く
な
る
旨
お
答
え
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
五
月
十
三
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
四
八
号
）
八
及
び
九
に
つ
い
て

で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

二


